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 津市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成２４年２月１５日 

津市長  前 葉 泰 幸 

津市条例第１号 

   津市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例（平成１８年津市条例第１０４号）の

一部を次のように改正する。 

 第１条中「、乳幼児」を削る。 

 第２条第１号ウ中「乳幼児」を「子どものうち１２歳に達する日以後の最初

の３月３１日までの間にある者」に改め、同条第５号を次のように改める。 

 子ども １２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者 

（障害者及び一人親家庭等の児童を除く。）及び１２歳に達した日以後の

最初の４月１日から１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間に

ある者（障害者（第１号ウに該当する者を除く。）、一人親家庭等の児童

及び妊産婦を除く。以下「１２歳以上児」という。）をいう。 

 第２条中第６号を削り、第７号を第６号とし、同条第８号中「、乳幼児」を

削り、同号を同条第７号とし、同条第９号から第１１号までを１号ずつ繰り上

げ、同条第１２号中「乳幼児又は」を削り、同号を同条第１１号とし、同条中

第１３号を第１２号とする。 

 第３条第１項第３号中オを削り、カをオとし、キをカとし、クをキとする。 

 第４条第１項及び第５項、第５条第３項並びに第７条中「子ども」を「１２

歳以上児」に改める。 

   附 則 

１ この条例は、平成２４年７月１日から施行する。 

２ 改正後の津市福祉医療費等の助成に関する条例の規定は、この条例の施行 

 の日以後に行われる診療に係る医療費について適用し、同日前に行われた診 

療に係る医療費については、なお従前の例による。 



津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

平成２４年２月１５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３号 

津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

津市保育所の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１８年津市規則第８

８号）の一部を次のように改正する。 

別表備考中第４項を第５項とし、第３項を第４項とし、第２項の次に次の１

項を加える。 

３ 地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）及び所得税法

等の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）により廃止された年少扶

養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による入所負担金に与

える影響を生じさせないよう、前２項により計算された税額を調整するもの

とする。 

   附 則 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 



津市危険物規制規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２４年２月１５日

                      津市長 前 葉 泰 幸

津市規則第４号

   津市危険物規制規則の一部を改正する規則

 津市危険物規制規則（平成１８年津市規則第２３０号）の一部を次のように

改正する。

第２号様式、第３号様式、第５号様式、第６号様式、第８号様式、第９号様

式、第１１号様式、第１２号様式、第１６号様式及び第１７号様式中「津消指

令（記号番号）」を「津市指令（記号番号）」に改める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。



津市告示第２１号

 津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号）

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、平成２４年度の津

市市営住宅の近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めた。

  平成２４年２月１日

                     津市長  前 葉 泰 幸

市営住宅の名称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 ３１，６００円 

白塚団地２号館 ３１，６００円 

白塚団地３号館 ３１，８００円 

白塚団地４号館 ３７，２００円 

白塚団地５号館 ３７，８００円 

一身田アパート１ ３７，６００円 

一身田アパート２ ３７，６００円 

上浜町六丁目住宅 ８，２００円 

旭町ＣＢアパート １２，８００円 

下部田簡耐住宅 ８，３００円 

大井アパート ２４，０００円 

大井住宅 １ ３１，５００円 

大井住宅 ２ ３１，５００円 

大井住宅 ３ ３２，４００円 

大井住宅 ４ ３２，４００円 

大井住宅 ５ ３７，９００円 

大井住宅 ６ ３７，９００円 

大井住宅 ７ ３８，９００円 

大井住宅 ８ ３８，９００円 

高洲町アパート１号館 １４，８００円 

高洲町アパート２号館 １７，２００円 

高洲町アパート３号館 ２２，３００円 



高洲町アパート４号館 ２４，１００円 

高洲町アパート５号館 ２４，１００円 

高洲住宅 １ ３６，２００円 

高洲住宅 ２ ３６，２００円 

高洲住宅 ３ ３８，９００円 

高洲住宅 ４ ３８，９００円 

新町２号館アパート １６，６００円 

新町３号館アパート １４，６００円 

新町４号館アパート １４，６００円 

千鳥アパート ４１，６００円 

阿漕簡耐住宅 １２，３００円 

阿漕Ｂ住宅 １０，１００円 

阿漕Ｃ住宅 １０，１００円 

阿漕１号館アパート １３，７００円 

阿漕２号館アパート １４，４００円 

南阿漕１号館 ２１，０００円 

南阿漕２号館 ３０，５００円 

朝汐１号館アパート １１，７００円 

朝汐２号館アパート １２，８００円 

朝汐３号館アパート １３，３００円 

藤水団地１号館 ４０，１００円 

藤水団地２号館 １ ３８，４００円 

藤水団地２号館 ２ ４３，１００円 

上弁財団地１号館 ４８，１００円 

上弁財団地２号館 １ ４８，５００円 

上弁財団地２号館 ２ ３９，９００円 

ぜにやま団地１号館 １０，４００円 

ぜにやま団地２号館 １１，４００円 

ぜにやま団地３号館 １１，２００円 

ぜにやま団地４号館 １２，５００円 

ぜにやま団地５号館 １１，９００円 



ぜにやま団地６号館 １３，７００円 

ぜにやま団地７号館 １４，２００円 

ぜにやま団地８号館 １４，６００円 

ぜにやま団地９号館 １５，２００円 

ぜにやま団地１０号館 １５，２００円 

ぜにやま団地１１号館 １５，２００円 

ぜにやま団地１２号館 １６，７００円 

ぜにやま団地１３号館 ２１，１００円 

ぜにやま団地１４号館 ２１，４００円 

ぜにやま団地１５号館 ２３，１００円 

ぜにやま団地１６号館 ２４，０００円 

ぜにやま団地１７号館 ２６，９００円 

ぜにやま団地１８号館 ２６，９００円 

ぜにやま団地１９号館 ２５，７００円 

垂水Ｄ住宅 ９，３００円 

藤方団地１号館 ２７，２００円 

藤方団地２号館 ２８，４００円 

藤方団地３号館 ２８，５００円 

藤方団地４号館 ２７，４００円 

城山アパート １１，１００円 

西城山１号館アパート １４，４００円 

西城山２号館アパート １４，４００円 

西城山３号館アパート １４，８００円 

西城山４号館アパート １４，８００円 

西城山５号館アパート １４，７００円 

西城山６号館アパート １４，７００円 

小森団地１号館 ４３，５００円 

小森団地２号館 ４０，５００円 

高茶屋住宅 ８，７００円 

里ノ上Ａ住宅 ８，１００円 

里ノ上Ｂ住宅 ８，３００円 



雲出１号館 １ ６７，９００円 

雲出１号館 ２ ６３，７００円 

雲出１号館 ３ ６３，０００円 

雲出１号館 ４ ６３，０００円 

雲出１号館 ５ ６５，３００円 

雲出２号館 １ ７０，２００円 

雲出２号館 ２ ６５，６００円 

雲出２号館 ３ ６４，９００円 

雲出２号館 ４ ６５，６００円 

雲出２号館 ５ ６４，９００円 

雲出２号館 ６ ６７，３００円 

雲出２号館 ７ ７０，２００円 

野村団地 １１，５００円 

野村東団地 １０，８００円 

相川団地 １３，３００円 

森団地 １ ８，４００円 

森団地 ２ ８，９００円 

森団地 ３ １１，８００円 

森団地 ４ １２，１００円 

森団地 ５ ８，９００円 

森団地 ６ １４，８００円 

森団地 ７ １３，３００円 

森団地 ８ １４，８００円 

中町団地Ａ ２６，０００円 

中町団地Ｂ ２７，９００円 

相川西団地Ａ ２７，３００円 

相川西団地Ｂ ３４，９００円 

明神団地 ３６，２００円 

北口団地Ａ ３５，７００円 

北口団地Ｂ ３８，７００円 

桃里団地Ａ ４１，９００円 



桃里団地Ｂ ４８，９００円 

桃里団地Ｃ ４３，４００円 

桃里団地Ｄ １ １００，１００円 

桃里団地Ｄ ２ ８２，４００円 

桃里団地Ｄ ３ ８２，６００円 

桃里団地Ｄ ４ ９９，１００円 

中別保住宅 １０，２００円 

青木団地 １ １６，４００円 

青木団地 ２ １７，９００円 

藤ヶ丘団地 １ ２８，９００円 

藤ヶ丘団地 ２ ２９，４００円 

殿町住宅 ３８，０００円 

新横山住宅 ３７，８００円 

美里第１住宅Ａ棟 ３２，５００円 

美里第１住宅Ｂ棟 ３２，５００円 

美里第２住宅１号館 １７，６００円 

美里第２住宅２号館 １７，６００円 

片野団地Ａ棟 ３６，０００円 

片野団地Ｂ棟 ３６，０００円 

新沢田団地 １７，３００円 

奥津団地 ５，７００円 

下之川団地 ５，３００円 



津市告示第２２号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、次の

ように道路の区域を変更した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年２月２日 

 津市長 前 葉 泰 幸   

１ 路線名  4201 八町押加部町第１号線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市西古河町 515 番 6 地先から 

津市西古河町 515 番 6 地先まで 
旧 20.0～21.1 5.4 

津市西古河町 515 番 6 地先から 

津市西古河町 515 番 6 地先まで 
新 20.0 5.4 

２ 路線名  4202 八町美川町線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市大園町 24 番 15 地先から 

津市大園町 24 番 14 地先まで 
旧 2.7～6.0 94.0 

津市大園町 24 番 15 地先から 

津市大園町 24 番 14 地先まで 
新 6.0 94.0 



３ 路線名  54 東山線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市一志町井関字垣内田 77 番 7 地先

から 

津市一志町井関字垣内田 77 番 7 地先

まで 

旧 4.2～10.9 32.0 

津市一志町井関字垣内田 77 番 7 地先

から 

津市一志町井関字垣内田 77 番 7 地先

まで 

新 4.2～10.9 32.0 

４ 路線名  9109 高岡小学校線 

道路の区域 

区域 新旧の別 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 

津市一志町田尻字西出 354 番地先か

ら 

津市一志町田尻字西出 354 番地先ま

で 

旧 3.3 54.5 

津市一志町田尻字西出 354 番地先か

ら 

津市一志町田尻字西出 354 番地先ま

で 

新 5.0 54.5 



津市告示第２３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、次の

ように道路の供用を開始した。 

 その関係図面は、津市建設部建設政策課において、告示の日から２週間一般

の縦覧に供する。 

  平成２４年２月２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 
供用開始 

年月日 

７３０１ 
高茶屋小森町第２４号

線 

津市高茶屋小森町字四ツ

野 1507 番 11 地先から 平成２４年 

津市高茶屋小森町字四ツ

野 1507 番 11 地先まで 

１月２９日 

０００１ 元町孝行井戸線 

津市久居桜が丘町 1764

番 3 地先から 平成２４年 

津市久居野村町字北小膳

田 905 番 1 地先まで 

１月２９日 



津市告示第２４号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２４年２月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

久居新町地内 ５ 平成２４年 １月 ６日 

久居野村町地内 １ 平成２４年 １月１０日 

高茶屋小森町地内 １ 平成２４年 １月１０日 

高茶屋地内 ３ 平成２４年 １月１１日 

久居新町地内 ５ 平成２４年 １月１１日 

高茶屋小森町地内 ２ 平成２４年 １月１２日 

佐伯町公園 １ 平成２４年 １月１２日 

久居新町地内 ２ 平成２４年 １月１３日 

久居野村町地内 １ 平成２４年 １月１３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 １月１６日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 １月１６日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 １月１７日 

久居寺町地内 １ 平成２４年 １月１７日 

雲出島貫町地内 １ 平成２４年 １月１７日 

高茶屋地内 ２ 平成２４年 １月１７日 

久居新町地内 １ 平成２４年 １月１７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 １月１８日 

大門地内 １ 平成２４年 １月１８日 

上弁財町津興地内 ２ 平成２４年 １月１８日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 １月１９日 

広明町地内 １ 平成２４年 １月１９日 

藤方地内 １ 平成２４年 １月１９日 

久居駅前第 1 公共自転車等駐車場 ５５ 平成２４年 １月２３日 



久居駅前第２公共自転車等駐車場 ２１ 平成２４年 １月２３日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２４年 １月２４日 

島崎町地内 １ 平成２４年 １月２５日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 １月２６日 

寿町地内 １ 平成２４年 １月２７日 

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２４年 １月３１日 

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２５号 

 平成２４年第１回津市議会臨時会を次のとおり招集する。 

  平成２４年２月６日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２４年２月１３日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

３ 会議の事件 

 専決処分の報告について 

 津市福祉医療費等の助成に関する条例の一部の改正について 

 平成２３年度津市一般会計補正予算（第７号） 



津市告示第２６号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２４年２月７日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０９５１５２５ 平成２３年１０月１日 平成２４年１月１７日



津市告示第２７号 

下記の者の平成２３年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２４年２月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○○○○○

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 



津市公告第１９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年２月３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年１月３０日

２ 抑留期間 平成２４年２月６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

城山

ビーグル 白茶黒 メス 小 ９１日

以上

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２４年２月６日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２４年２月２日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋三丁目２１３２番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市中旭が丘一丁目８番１７号 

  田邉 令記 

鈴鹿市江島町２８８番地の１ 

有限会社三重土地流通 代表取締役 坂倉 博之 



津市公告第２１号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２４年２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  









津市公告第２３号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２４年２月１４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２４年２月１０日

２ 抑留期間 平成２４年２月１７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市

大里窪田町

雑種 白 オス 中 ９１日

以上

首輪あり

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市水道局告示第２号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者に次のとおり指定したので、津市水道

局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４号）第

１０条第１号の規定により告示する。 

   平成２４年２月１５日 

津市水道事業管理者 渡 辺 三 郎 

名  称 所 在 地 指定年月日 

ＵＥＴＡＫＡ 鈴鹿市野町西三丁目 13 番 3 号 平成２４年２月３日 


